業務委託契約書（成功報酬型）

株式会社〇〇（以下、甲という）と株式会社××（以下、乙という）は下記業務に関し業務委託契約（以下「本契約」という）を締結する。

第1条 （目的）
甲は乙に対し下記の業務を乙に委託し、乙はこれを受託して遂行するものとする。
1. 〇〇〇〇業務
2. 見込み客の紹介、営業支援、商談設定、契約獲得その他これに付随する業務
3. 上記業務に関する連絡、報告、資料作成等の業務

なお、具体的な業務内容は、甲乙協議のうえ、メール、チャット、仕様書その他の方法により確認する。

第2条 （契約期間）
本契約の期間は、令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までとする。
契約期間満了後に継続する場合は、甲乙協議のうえ、別途定めるものとする。

第3条 （成果の定義）
本契約における「成果」とは、乙の業務により、次のいずれかが発生し、甲がこれを承認したものをいう。
1．甲と紹介先との契約締結
2．甲が指定するサービスまたは商品の申込み完了
3．甲が指定する商談の成立
4．その他、甲乙が別途合意した成果

成果の対象、判定方法、承認期限その他の条件は、必要に応じて別紙またはメール等で確認する。

第4条 （成功報酬）
甲は、前条の成果が発生した場合、乙に対し、次の成功報酬を支払う。

1．契約金額の〇％
2．1件あたり〇〇,〇〇〇円（税込）
3．その他、甲乙が別途合意した金額

複数の成果が発生した場合の報酬計算方法は、甲乙協議のうえ定める。


第5条 （成果の承認・不承認）
乙は、成果が発生した場合、甲に対して速やかに報告するものとする。
甲は、乙からの報告内容を確認し、成果として承認するか否かを乙に通知する。
ただし、次のいずれかに該当する場合、甲は成果として承認しないことができる。

1．既に甲と取引または商談が進行していた相手である場合
2．虚偽、誤認、重複その他不適切な方法により発生した成果である場合
3．申込み後にキャンセル、解約、未入金その他成果が確定しない事情が生じた場合
4．本契約または甲乙間で定めた条件に合致しない場合

第6条 （請求および支払）
乙は、甲が承認した成果について、毎月末日で締め、翌月〇日までに甲へ請求書を発行する。
甲は、乙からの請求書を確認後、翌月〇日までに乙指定の口座へ成功報酬を支払う。
振込手数料は甲の負担とする。

第7条 (業務の進め方）
乙は、自己の責任と裁量により委託業務を遂行するものとし、甲は乙に対して雇用契約上の指揮命令を行わない。
ただし、業務内容、成果条件、報告方法、使用できる資料その他必要な事項については、甲乙協議のうえ確認するものとする。

第8条 （資料等の管理・秘密保持）
甲が乙に貸与した資料、データ、顧客情報その他の情報は、本契約の業務遂行の目的に限り使用する。
甲および乙は、本契約に関連して知り得た相手方の秘密情報を、相手方の承諾なく第三者に開示または漏えいしてはならない。
本条の義務は、本契約終了後も存続する。

第9条 （再委託・権利義務の譲渡）
乙は、甲の事前承諾なく、本契約上の業務を第三者へ再委託してはならない。
また、甲および乙は、相手方の承諾なく、本契約上の地位、権利または義務を第三者に譲渡してはならない。

第10条 （契約内容の変更・解除）
業務内容、成果条件、成功報酬、契約期間その他本契約の内容を変更する場合は、甲乙協議のうえ、書面または電磁的方法により確認するものとする。

甲または乙は、相手方が本契約に違反し、相当期間を定めて催告しても是正されない場合、本契約を解除することができる。

第11条 （協議）
本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議し、解決するものとする。

以上、本契約の成立を証するため、本書を2通作成し、甲乙署名または記名押印のうえ、各1通を保有する。


令和〇年〇月〇日

（甲）
住　　所：
会 社 名：
代表者名：


（乙）
住　　所：
会 社 名：
代表者名：


